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事業区分
一般国道 １百万円

青森河川国道事務所
一般国道７号 東北地方整備局 青森市古川 平成８年度

【概要ページ】

一般国道７号　青森市古川（旭町通り交差点）の交通事故対策に関する事業評価　　　　　　　　　　　事後評価

３．事業概要
事業名 事業主体 箇所名 完成

１．目的・必要性

　一般国道７号青森市古川（旭町通り交差点）における交通事故対策は、歩行者及び自転車の乱横断事故が発生しているた
め、事故の削減を目的とした事業です。
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【結果ページ】

一般国道７号　青森市古川（旭町通り交差点）の交通事故対策に関する事業評価　　　　　　　　　　　事後評価

　横断防止柵を設置し、乱横断を制限することにより事故の対策を図っています。全体発生件数は４．７
件／年から３．２件に減少し、特に人対車両事故が１．５件／年から０．２件／年に減少しました。

事 業 前

事 業 後

旭町通り交差点を整備することによって

　当該箇所では横断歩道橋が設置されているが、歩行者、自転車の乱横断が多く、歩行者事故が発生
していました。平成２年から平成７年までの総事故件数は、２８件でした。

　交通事故件数

　4.7件/年（H2～H7）

　交通事故件数

　3.2件/年（H9～H13）

事故発生状況図（平成７年）

　人対車両事故件数

　1.5件/年（H2～H7）

　人対車両事故件数

　0.2件/年（H9～H13）
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